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常勤役員報酬規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人寿福祉会の常勤の役員に対する報酬について、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（報酬等の額） 

第２条 常勤役員の報酬等の額は、別表より理事長が理事会の承認を得て決定する。 

 

（通勤手当） 

第３条 常勤役員には、前条に掲げる報酬等の他、通勤手当を支給することができる。 

  ２ 前項の通勤手当の支給額は、社会福祉法人寿福祉会 給与規程に定めるところに

よる。 

 

（支給日） 

第４条 常勤役員報酬の支給日は、毎月１０日（支給日が銀行休業日の場合は、前営業日）

に支給する。 

 

（委任） 

第５条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

（改正） 

第６条 この規程の改正は、理事会の議決を得てから改正する。 

 

（準用） 

第７条 常勤役員報酬の支給に関し、この規程に定めのない事項については、 

社会福祉法人寿福祉会給与規程を準用する。 

 

 

附 則 

 この規定は、平成２６年６月１日から施行する。 

この規定は、平成２７年５月２２日から施行する。 

この規定は、平成２９年６月９日から施行する。 

 



（常勤役員報酬月額表） 

                （単位：円） 

 月額 年額 

第１号 100,000 1,500,000 

第２号 120,000 1,800,000 

第３号 140,000 2,100,000 

第４号 160,000 2,400,000 

第５号 180,000 2,700,000 

第６号 200,000 3,000,000 

第７号 220,000 3,300,000 

第８号 240,000 3,600,000 

第９号 260,000 3,900,000 

第１０号 280,000 4,200,000 

第１１号 300,000 4,500,000 

第１２号 320,000 4,800,000 

第１３号 340,000 5,100,000 

第１４号 360,000 5,400,000 

第１５号 380,000 5,700,000 

第１６号 400,000 6,000,000 

第１７号 420,000 6,300,000 

第１８号 440,000 6,600,000 

第１９号 460,000 6,900,000 

第２０号 480,000 7,200,000 

第２１号 500,000 7,500,000 

 


